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ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する 

相談窓口の設置について（通知） 

 

本県の教育行政及び予防接種行政については、格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

標記予防接種後に症状が生じた方への医療、生活、教育等の支援のため、これらの相談に一元的に

対応する相談窓口を設置するよう別添のとおり厚生労働省健康局長及び文部科学省スポーツ・青少年局

長から通知があり、本県においても、以下のとおり相談窓口を設置することとしました。 

ついては、関係者に周知いただくとともに、引き続き患者への診療体制の維持に御協力くださるようお

願いします。 

なお、周知のため、別紙のとおりチラシを作成し、健康政策課及び体育保健課ホームページにも掲載

していますので、必要に応じて御活用ください。 

 

記 

 

内容 窓口 電話 ファクシミリ 

学校生活に関すること 体育保健課 ０８５７－２６－７５２７ ０８５７－２６－７５４２ 

医療、救済に関すること 健康政策課 ０８５７－２６－７１５３ ０８５７－２６－８１４３ 

 

<担 当> 

体育保健課 健康教育担当 西尾 

電話 ：０８５７－２６－７５２７ 

ファクシミリ ：０８５７－２６－７５４２ 

健康政策課 感染症・新型インフルエンザ対策室  織奥 

電話 ：０８５７－２６－７１５３ 

ファクシミリ ：０８５７－２６－８１４３ 

 

様 



予防接種の基礎知識／子宮頸がん、HPVワクチンの基礎知識 
 お住まいの市町村の予防接種担当課 

 厚生労働省ＨＰＶワクチン相談窓口  
   電話番号：03－5524－8137 
     受付日時：月曜日～金曜日 午前9時～午後9時（祝日、年末年始を除く） 

 
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に

症状が生じた方に対する相談窓口を 
設置しました 

 
鳥取県の相談窓口は・・・ 

 
 
 
 

救済制度について 
（申請先、申請方法、支給額など） 

 平成25年4月1日以降に接種した方（定期接種） 

  ⇒接種した市町村の予防接種担当課 

 
 
 
 平成25年3月31日までに接種した方及び 
 平成25年4月1日以降に接種した定期接種対象年 
 齢以外の方 
⇒医薬品医療機器総合機構（PMDA） 
 救済制度相談窓口 
○電話番号 0120-149-931 
○受付時間 月曜日～金曜日 午前９時～午後５時 
（祝日、年末年始を除く） 

厚労省 予防接種健康被害救済制度 

PMDA 医薬品副作用被害救済制度 

協力医療機関について 
 

鳥取県の協力医療機関  
 鳥取大学医学附属病院 
 窓      口 女性診療科 
 電話番号 ０８５９ー３８ー６６４７ 
 FAX   ０８５９ー３８ー６６４０ 
 受付日時 月曜日～金曜日(祝日、年

末年始を除く) 
午前８時３０分～午後５時 

 
 
全国の協力医療機関、 
厚生労働科学研究の研究班 

HPV 協力医療機関 

厚生労働省 

検索 検索 

検索 

厚労省 HPV 検索 鳥取県 HPV 検索 

各種相談窓口一覧 平成27年12月16日 

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種を受けた後
に体調が悪くなった方からの相談をお受けします。 

 医療、救済などに関すること 健康政策課 電話番号 
FAX 

０８５７－２６－７１５３ 
０８５７－２６－８１４３ 

 学校生活に関すること 体育保健課 電話番号 
FAX 

０８５７－２６－７５２７ 
０８５７－２６－７５４２ 

 受付日時  月曜日～金曜日(祝日、年末年始を除く) 
午前８時30分～午後５時１５分 

鳥取県 




